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       居宅介護支援及び居宅介護予防支援契約書 

 

この契約書は、       様（以下「利用者」といいます）と有限会社すま

いる（以下「事業者」といいます）との間に居宅介護支援及び居宅介護予防支援（以

下「居宅介護支援」といいます）を実施する為の取りきめを行う為に作成します。 

 

第１条（契約の目的） 

事業者は、介護保険法及びその他の関係する法令並びにこの契約書に従い、利用

者が可能な限り居宅において、その心身の状態や有する能力に応じ、自立した日常

生活を営む事が出来るよう、居宅サービス計画を作成し、適切な居宅サービスの提

供が確保されるよう、サービス提供事業者などとの連絡調整や、その他の便宜を図

ります。 

 

第２条（契約期間） 

この契約の期間は令和   年   月   日から利用者の要介護認定又は

要支援認定（以下「要介護認定等」といいます）の有効期間満了日とします。 

２ 契約満了日までに、利用者から契約を終わらせようとする申し出がない場合、

契約は自動更新されます。 

 

第３条（利用者負担金） 

 この契約に関わる利用者負担金は重要事項説明書のとおりです。 

 

第４条（利用者の解約権） 

 利用者は、７日間以上の予告期間を設ける事によりこの契約をいつでも解約する

事が出来ます。 

２ サービスの提供にあたり事業所の著しい不正行為があった場合は、前項の規定

にかかわらず、予告期間を設ける事がなく、契約を解約することができます。 

 

第５条（事業者の解約権） 

 事業者は次の場合に限り、契約を解約する事ができます。 

（１）利用者の著しい不正行為があるなどの理由により、契約を継続する事が困難

になった場合。 

（２）利用者が事業者の通常の事業の実施区域外に転居し、事業所においてサービ

スの提供が困難であると見込まれる場合。 

２ 事業者は、契約を解約する場合にあっても、その理由を文書により利用者に示

すこととします。 

 

第６条（契約の終了） 

この契約は次のいずれかに該当する場合終了します。 

（１）利用者から第２条第２項に定める契約を終了させようとする意思表示があ



り、契約期間が満了した場合。 

（２）第４条に定める利用者からの解約の意思表示がなされ、予告期間を満了した

場合。 

（３）第５条に定める事業者からの解約の意思表示なされた場合。 

（４）次のいずれかに該当する事により、居宅介護支援を提供することが出来なく

なった時。 

① 利用者が介護保険施設、認知症対応型共同生活介護施設、特定施設入居者

生活介護施設に入所した時。 

② 利用者が小規模多機能居宅介護を利用する時。 

③ 利用者が要介護認定等により、自立又は事業対象者と判定された時。 

④ 利用者が死亡した時。 

  

第７条（事故発生時の対応・損害賠償） 

 事業者は居宅介護支援の実施にあたり、利用者の生命・身体・財産等に損害を与

えた場合、速やかに市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講

じます。また、賠償すべき事故が発生した場合には、その損害を賠償します。ただ

し、その賠償について事業者の責任を問えない場合は、この限りではありません。 

２ 事業者は、利用者の生命・身体・財産等に損害を与えた場合は、直ちにその原

因、対応等の概況を記載した文書を、利用者又はその家族に交付し、併せて状況を

充分に説明します。 

 

第８条（苦情対応） 

事業者は、利用者からの苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支

援又は居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者の苦情

に対し、迅速かつ適切に対応します。 

 

第９条（公正中立なケアマネジメントの確保） 

 事業所は利用者やその家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サー

ビス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であることや当該事

業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能であることを説明するこ

とを義務付けることとします。 

 

第１０条（サービス提供の記録など） 

 事業者は、指定居宅介護支援の提供に関する記録を作成することとし、これを契

約終了後２年間は保管し、利用者の求めに応じて閲覧に供し、あるいはその複写を

交付します。 

２ 事業者は第６条に定めた契約の終了に当たって必要があると認められる場合

は、利用者の同意を得た上で、利用者の指定する他の居宅介護支援事業所などへ、

サービス提供の記録などの写しを交付するものとします。 

 

 



第１１条（守秘義務） 

事業者は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密及

び個人情報については、正当な理由がない限り、契約中及び契約終了後においても

第三者には漏らしません。 

２ 事業者は利用者及び利用者の家族から、予め文書で同意を得ない限り、サービ

ス担当者会議等において、利用者及び利用者の家族の個人情報を使用しません。 

 

第１２条（身体拘束廃止及び高齢者虐待防止の措置） 

 事業者は、身体拘束廃止及び高齢者虐待防止の措置として委員会を設置し、指針

の整備や研修を行っています。 

２ ハラスメントに対する取り組みも行い、委員会を設置し、委員は身体拘束廃止

及び高齢者虐待防止の委員を兼務します。 

 

第１３条（非常災害及び感染症対策） 

 事業者は、災害や感染症が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続

的に提供できる体制を整える為、業務継続計画を策定し、研修と訓練を実施してい

ます。 

 

第１４条（契約外条項） 

介護保険法及びその他の関係する法令並びにこの契約に定めない事項については、

利用者と事業者の協議により定めることとします。 

 

上記の契約を証する為、本書２通を作成し、利用者、事業者が署名の上、１通ず

つ保有するものとします。 

 

 

契約完結日  令和    年   月   日 

 

〔事業者〕  

住所     中野市大字新野５９－１ 

事業者名   有限会社すまいる 

代表取締役 小川広樹      

事業所名   居宅介護支援事業所すまいる 

 

  

〔利用者〕 

 

    住所 

 

    氏名                    

       



〔保証人（代理人・成年後見人・または第三者）〕 

 

    住所 

 

    氏名                     

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



重要事項説明書 

           

１・事業者（法人）の概要 

法人名 有限会社 すまいる 

代表者 小川 広樹 

所在地 長野県中野市大字新野５９－１ 

連絡先 （０２６９）２２－３５３９ 

他の介護保険

サービス事業所 

＊ 宅老所ぽぽんた（地域密着型通所介護） 

＊ 宅老所縁が和（地域密着型通所介護） 

＊ グループホーム風のコテージ（認知症対応型共同生活介護） 

＊ ヘルパーステーション花＊花・花＊花タクシー 

 

２・事業所の概要 

（１）事業所の名称及び所在地等 

事業所名 居宅介護支援事業所 すまいる 

所在地 長野県中野市大字新野５９－１ 

連絡先 Tel ０２６９－３８－０２２８ 

Fax ０２６９－２４－６２５２ 

介護保険事業者番号 ２０７１１００６３６ 

管理者 町井 瞳 

  

（２）事業所の職員体制 

 常勤 非常勤 業務内容 

管理者 １名  介護支援専門員と兼務 

介護支援専門員  １名以上 居宅介護支援業務 

 

（３）事業の実施区域 

中野市 豊田の一部（涌井、親川）を除いた全域 

小布施町 全域 

山ノ内町 本郷、宇木 

須坂市 旭ヶ丘、豊島、小島、小河原 

長野市 豊野、赤沼 

 

（５）営業日と営業時間 

営業日 月～金（土曜日・日曜日と１２月３０日～翌１月３日は休み） 

営業時間 ９時～１６時３０分 

 

３・居宅介護支援の内容と提供方法 

「居宅介護支援」とは、介護保険法に定める介護サービスを提供するに先だって、



利用申し込み・契約 

利用者の心身の状況を把握し、その結果と利用者の希望に基づいて、出来る限り自

立した生活を送る事ができるよう、介護サービスを提供する為の計画（居宅サービ

ス計画）を作成し、この計画に従って、適切にサービスが提供出来るよう、介護サ

ービス事業者と連絡や調整を行うとともにこれらの経過を継続的に管理する業務

をいいます。 

 

＜居宅介護支援の申し込みから介護サービスを受けるまでの流れと主な内容＞ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経過観察・再評価  利用者及びその家族と毎月連絡を取り経過の把握に努め、定期的に 

            評価し、状態の変化に応じて居宅サービス計画の変更等必要な対応 

をしていきます。 

 

４・利用料金 

（１）居宅介護支援費は別紙を参照して下さい。 

要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負

状況の把握     利用者及びその家族と面接し、心身の状況や抱えている問題を聞き、 

解決すべき課題を分析します。 

居宅サービスの実行 適切にサービスが実行されているか確認します。 

計画の原案作成   サービス事業者に関する情報を提供し、利用者が事業所を選択しま

す。提供されるサービスの目標やその達成時期、サービスを提供す

る上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成し

ます。 

サービス担当者   介護支援専門員の働きかけで、サービスの担当者や利用者本人・ 

との連携と調整   その家族も参加して意見交換等を行います。（サービス担当者会議） 

居宅サービス計画書 居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等が、 

の作成と同意    保険給付の対象となるか否かを区分し内容や利用料金等につい 

            て利用者及びその家族に説明し、文書による同意を受けます。 



担はありません。介護保険適応の場合でも、保険料の滞納により介護保険給

付が等事業所に支払われない場合は上記の金額をお支払い下さい。 

（２）交通費 

通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。 

（３）支払い方法 

料金が発生する場合は月毎の清算とし、毎月１０日までに前月分の請求をし

ますので、２５日までに現金でお支払い下さい。それについては領収書を発

行します。 

 

５・事故発生の対応 

  当事業所は、指定居宅介護の提供により事故が発生した場合には、速やかに市

町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な処置を講じます。また、指

定居宅介護支援の提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損

害賠償を行います。 

 

６・サービス内容に関する苦情、要望 

  当事業所の居宅介護支援に関する苦情や要望、及び居宅サービス計画に基づい

て提供している各サービスについての苦情、要望を承ります。 

 

相談窓口 居宅介護支援事業所 すまいる 

担当者 管理者 町井瞳 

電話番号 ０２６９－３８－０２２８ 

時間 ９時から１６時３０分 

 

公的機関受付電話番号 

中野市  高齢者支援課 ０２６９－２２－２１１１ 

山ノ内町 健康福祉課 ０２６９－３３－８４１１ 

小布施町 健康福祉課 ０２６－２４７－３１１１ 

須坂市  高齢福祉課 ０２６－２４５－４５６６ 

長野市  介護保険課 ０２６－２２４－７９９１ 

北信保健福祉事務所  福祉課 ０２６９－６２－３６０４ 

長野保健福祉事務所  福祉課 ０２６－２２５－９０８５ 

長野県庁 健康福祉部介護支援課 ０２６－２３５－７１２１ 

長野県国民健康保険団体連合会 ０２６－２３８－１５８０ 

 

７・ハラスメントについて 

当事業所の職員に対し、精神的及び肉体的な圧力があった場合、サービスの

継続が困難になることがありますのでご協力をお願いします。 

 

［サービスご利用に際してのお願い］ 

 (1) お茶やお菓子など、お心付けなどは不要です。 



 (2) 訪問の際はペットをゲージに入れる、リードにつなぐなどの配慮をお願い 

します。 

 (3) 見守りカメラの設置、職員の写真を撮影する場合、個人情報保護法に準じ 

て事前に職員本人の同意を受けてください。 

 (4) ハラスメント行為などにより、健全な信頼関係を築くことができないと判断

した場合は、サービス中止や契約を解除することもあります。 

 (5) 職員が訪問中の喫煙はご遠慮ください。  

 

８・公正中立なケアマネジメントの確保 

 ケアマネジメントの公正中立の確保を図る観点から、当事業所のケアプランの

利用状況を訪問介護、通所介護、福祉用具などサービスごとに統計を出したも

のをお知らせします。 

  

附則 

この規程は平成 25 年 4 月 16 日より施行する。 

この規程は平成 26 年 4 月 1 日より一部改正する。 

この規程は平成 27 年 4 月 1 日より一部改正する。 

この規程は平成 28 年 12 月 1 日より一部改正する。 

この規定は平成 30 年 9 月 1 日より一部改正する。 

この規程は平成 30 年 11 月 1 日より一部改正する。 

この規程は令和 1 年 5 月 1 日より一部改正する。 

この規程は令和 1 年 10 月 1 日より一部改正する。 

この規定は令和 3 年 4 月 1 日より一部改正する。 

この規定は令和 4 年 9 月 1 日より一部改正する。 

この規程は令和 6 年 4 月 1 日より一部改正する。 

この規程は令和 6 年 8 月 8 日より一部改正する。 

 

＊ 居宅介護支援の提供開始にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づい 

て重要な事項を説明しました。 

 

     事業者     中野市大字新野５９－１ 

     有限会社 すまいる 

             代表取締役 小川広樹    

     説明者署名                     

 

＊ 私は、契約書及び本書面により、事業者から居宅介護支援についての重要事項 

の説明を受けました。  

 

    利用者 住所 

        氏名                  

 



個人情報使用同意書 

 

居宅介護支援事業所 すまいる 殿 

 

私(利用者及びその家族)の個人情報については、次に記載するところにより必要最小限の範囲

内で使用することに同意します。 

記 

１・使用する目的 

ご利用者のための居宅サービス計画に沿って、円滑に実施されるためのサービス担当者会議や、

サービス事業者との連絡調整等において必要とされる場合に使用する。 

２・使用する期間 

  令和    年    月    日より（利用者により変更の意思表示があるまで） 

３・条件 

（１） 個人情報の提供は必要最小限とし、提供に当たっては関係者以外の者に漏れること

のないよう細心の注意を払うこと。 

（２） 個人情報を使用した会議、出席者、内容等の記載をしておくこと 

 

以上 

  令和    年    月    日 

      

○ 利用者     住所 

 

 

            氏名                     

 

 

○ 利用者家族   住所 

 

      本人との関係 

（     ）  氏名                     

 

 

○ 代理者の氏名  住所 

 

    本人との関係  

（     ）  氏名                                

 

 


